どのような地域クラブをめざすのかを地域クラブ内で話し合って決めていくことが大切です。
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令和 年度（２０○○年度）　○○クラブ規約 【参考】

第１章 名称
第１条 この会は、○○○といい、事務局を○○○内に置く。

第２章 目的
第２条 この会は、指導者と保護者が協力して、会員の技術向上と健全な成長を図るために活動
することを目的とする。

第３章 活動方針
第３条 この会は、次の方針により活動する。
１． 会員の考えを尊重して、地域クラブ運営や各種活動を行う。
２． 特定の政党や宗教には関係しない。
３． 営利を目的とする行為は行わない。
４． 目的に応じて、他の社会教育機関と協力する。

第４章 会員
第４条 この会の会員は、次のように規定する。
1． 資格
（１） 本地域クラブに在籍する中学生およびその保護者
（２） 指導者および運営に関わる関係者
２．　権利・義務
（１） 会員は、平等の権利と義務を有し、会の活動に積極的に参加する。

第５章 会費および経理
第５条 この会に参加する場合は、入会費および月会費を治めなければならない。
１． 会費の額は、総会で決定する。
２． その他、会の活動に必要な費用は、臨時に集めることがある。
３． 詳細の金額等については、別に内規を定めて運営する。
４． 退会の場合は当該月以降の会費は徴収しない。
第６条 この会の経理は、次のように行う。
１． 運営費は、会費およびその他の収入をもってあてる。
２． 運営費は、総会で承認された予算に基づいて執行する。
３． 決算は、会計監査を経て、総会で承認を得なければならない。
４． 会計年度は、４月１日から翌年の３月３１日までとする。

第６章 役員およびその任務
第７条 この会に、次の役員をおく。
１． 責任者 １名
２． 指導者 若干名
３． 事務局長 １名
４． 会計・書記 ２名
５． その他、指導スタッフ 若干名

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。
１． 責任者は、会務を統括し、会を代表する。
２． 指導者は、直接指導を行う。
３． 事務局長は、会の運営に関する連絡・調整を行う。
４． 会計・書記は、会費を収納し総会で決議された予算を執行し、決算事務および財産管理
を行うとともに、記録や文書等の保管を行う。
第９条 役員会は、役員をもって構成し、任務は次のとおりとする。
１． 会の運営を行う。
２． 移籍に関する確認を行う。
３． 関係諸機関との連絡調整を行う。
４． その他、緊急を要する案件について審議決定を行う。
第１０条 役員の選任および任期は、次のとおりとする。
１． 役員は、総会において会員の中から選任する。
２． 役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げないものとする。
３． 役員に欠員が生じた場合は、役員会で補充を検討する。なお、任期は前任者の残任期間
とする。
４． 役員は、前項に関する任期期間が終了しても、後任者が決定するまではその職務を負う。

第７章 会計監査
第１１条 この会の会計を監査するために、２名の会計監査をおく。
第１２条 会計監査は、総会において監査結果を報告する。
第１３条 会計監査の任期および選任方法は、役員の場合に準じる。会計監査は役員と兼任を
認めない。

第８章 総会
第１４条 総会は、全会員で構成されるこの会の最高議決機関である。
第１５条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
１． 定期総会は、年度初めに開催する。
２． 臨時総会は、下記の場合に開催する。
（１） 全会員の５分の１以上から要請があった場合
（２） 役員会が必要と認めた場合
第１６条 総会では、前年度の活動報告・決算報告、当年度の活動計画・予算および役員・会計
監査の承認、規約の改正、その他の重要事項を審議し決定する。
第１７条 総会は、会員の３分の１をもって成立とし、委任状を出席者に含める議決は、出席者の
過半数とする。

第９章 規約の改正
第１８条 この規約は、総会の承認を得て改正する。なお、規約改正にあたっては役員会が改正
原案を作成するものとする。

第１０章 会務先決
第１９条 この会の会務上の遂行途上で緊急な事態が発生した時、またはこの規約に記載されてい
ないことが発生した場合は、この会の規定にかかわらず、責任者が先決処理することがで
きる。その場合は、事後の役員会または臨時総会で承認を得なければならない。

第１１章 補足
第２０条 この規約は、令和 年 ４月 １日より施行する。
